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つくば市議会議長 黒田健祐 様

つくば市事務事業マネジメントシートにおける法令に基づく義務的事務の誤分

類是正と編集可能データの公Fォロを求める陳情書

陳情者

氏名

連絡先

茨城県つく

陳情趣旨      |
つくばfFが公表している令職15年度事務事業マネジメントシートを精査した結果、国の法

律または県条例に基づき実施が義務付けられている事務が、「自治事務 (任意)」 と誤つて

分類されている事例が多数存在することが判明した。

毎れらの事務は、市民ニーズの有無にかかわらず、地方公共団体として必ず実施しなけれ

ばならないものであり、「任意」と分類される余地は制度的に存在しない。

さらに、マネジメントシートがPDF形式のみで公開されているため、市民が内容を検

証・分析することが極めて困難であり、行政運営の透り1性・説明黄任の観点から問題が大

きい。

つくばT「の行政速営の正確性 !透り1性・法令遵守を確保するため、以下の制度改善を求め

る。                '

陳情事項                               ・

1 法令に基づく義務的事務の誤分類の是正

旅券事務 (旅券法)ゝ 戸籍・住民票事務 (戸籍法・住基法)、 ,1規集編集 (地方白治法)、

職員の労働安金衛生 (労安法)、 保有所維持管理 (児遺稲れと法)、 下水道管理 (下水道法)

など、法令に基づく義務的事務が「自治事務 (任意)Jと分類されている事柳lについて、全

す甘
r的な再点検と分類の是正を求める。

2 義務的事務への不適切な評価項目の適用の見直し
義務的事務に対し、「市民ニーズ」「優先度」「進捗」等の裁量事務向け評佃i項目を適用す

ることは1'1度的に不適切であるため、_評価制度の見直しを求める。

3 事務区分 (義務/任意)の定義と運用の明確化
「白治事務 (任意)」 の槻念が行政内部で統一されておらず、法今に基づく事務と混同され

ている可能性が高い。事務IX分の定義をり1確化し、法務部門によるナ■ンク体制の強化を

求める。

4'事務事業マネジメントシートめ編集可能ファイルの公開       ―



現在 PDFの みで公開されているマネジメントシートについて、Wo■ d・ Excel等の編集可

能な元データを市民に提供し、PDFと 同時 I手公開することを求める。      
イ

PDF形式のみでは、                             、

・  誤分類の検莉L

・  比較表の作成              
・

・  再分類作業        
′

● オープンデータとしての:再利用1
が困難であり、子何民参加・透明性・説明責任の魁!念に反する。

陳情理由 (要点)

1,法令に基づく義務的事務は、市民ニィズに関係なく必ず実施しナょければならない。

「任意Jと 分類することは、法令選守の観点から重大な問題であると

2.誤分類は、市民に譲つた印象を与え、行政の信頼性を損なうj

3,PDFのみの公開は、市民による検証を困難にし、透明性を欠く。
4.編集可能ディタの公開は、1国が推進するオープンデータの理念にも合致する。

結び

本陳情は、行政を批判するためのものではなく、つくば市ら行政運営の透明性・正確性・

法令遵守を高めるための建設的な提案である。

議会におかれましては、本陳情の趣旨をご理解いただき、行政に対する通切な指導・是正

をお願い申し上げる。

以上


